＜平成２３年度＞
登録チーム「Ｅ：メールアドレス」調査票
１．調査の目的
　　①全国の全登録チームへ、私学バレーボール連盟の「伝達事項」を送信して、事業計　　　画等の趣旨徹底と同時に、登録チームの希望や意見を聴取する事を目的する。
②私学連盟の運営費・通信費を削減すると共に、郵送より速やかな伝達方法に切り　替えることを目的とする。
    ③私学バレーボール連盟の伝達・意見交換・聴取以外の目的には使用しない。
２．Ｅ：メールアドレスの調査方法
①全国の登録チームは、各都道府県私学ＶＢ連盟へ1校1名の代表者（男子・女子別に監督またはコーチ）の個人アドレス。無い場合は、学校事務のアドレスを登録する。（但し学校アドレスは　校長・事務長承認のもと登録すること）。
　　②各都道府県連盟は、所属チームのアドレスを纏め、地区連盟へ送信すること。地区　　　連盟は、都道府県所属加盟チームのアドレスを纏めて、全国連盟へ送信すると同時　　　に、各々の連盟が所属チームのアドレスを保管し、受信・送信に役立てる。
３．通信の方法
①全国規模の必要事項は、各地区連盟へ送信する。

地区連盟は、都道府県所属連盟へ通信。

都道府県連盟は、登録加盟各チームへ送信する。
②その他　地区連盟・都道府県連盟は必要に応じ、チームへ送信して徹底を図る。
③各登録チームは、必要に応じて「チーム名・要件」を明らかにして、直上連盟へ　アドレスを聞き、通信することが出来る。全国連盟への通信は、上位連盟を経て送信すること。
４．メール送信の作法と義務
    ①バレーボールに関する件以外、みだりにメールアドレスを乱用してはならない。
    ②Ｅ：メールアドレスを公表する以上は、毎日メール通信に注意し、1日に1回は、
      通信の有無を確認する努力をする事が義務である。悪用されないように注意。
５．メールの善用
①メールアドレスの一覧表作成は、連盟・チーム間の通信を能率的にすることが目　的である。相互に楽しく、正確・建設的に通信することが目的である。競技上の悪用・私的乱用の発覚チームは、登録の抹消、それ相当の罰則を受けるものとする。
　　　以上
	所属連盟「　　　　　・　　　　」学校名「　　　　　　　　　　　　　　　　　」

	男子・女子（いづれかに○）メール受信者名「　　　　　　　　　　　　　　　　」

　Ｅ：メールアドレス「　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」
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